
������������������������������������������������������

��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

介
護
保
険
施
設
を
利
用
す
る
低
所

得
者
へ
の
配
慮
と
し
て
、以
前
か
ら
、

食
費
部
分
に
つ
い
て
の
減
額
の
制
度

が
あ
り
ま
し
た
が
、
介
護
保
険
法
の

改
正
に
伴
い
、
居
住
費
に
つ
い
て
も

減
額
の
制
度
（
負
担
限
度
額
認
定
）

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、施
設
入
所
者
の
み
で
な
く
、

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
サ
ー

ビ
ス
）
利
用
者
へ
も
減
額
制
度
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

利
用
者
負
担
段
階
と
し
て
介
護
保

険
施
設
利
用
者
を
、
市
民
税
課
税
者

と
全
員
が
市
民
税
非
課
税
者
の
世
帯

と
に
分
け
ま
す
。
非
課
税
者
を
さ
ら

に
３
段
階
に
分
け
、
収
入
に
合
わ
せ

た
き
め
細
か
な
減
額
制
度
を
設
け
ま

し
た
。
�
左
表

継
続
し
て
施
設
利
用
す
る
場
合

は
、
毎
年
減
額
の
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
市
税
の
課
税
状
況
に
よ
り

負
担
段
階
が
変
更
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
手
続
き
が
済
ん
で
い

な
い
方
は
早
め
に
手
続
き
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。
７
月
が
切
り
替
え
時

期
で
す
。

新
規
に
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
収

入
の
状
況
な
ど
確
認
が
必
要
で
す
の

で
、
お
持
ち
の
介
護
保
険
証
を
持
参

の
上
、
高
齢
者
支
援
課
ま
た
は
保
健

福
祉
室
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
者
支
援
課
�
７３
・
０
０
３
３

保
健
福
祉
室
�
６７
・
３
１
１
８

ご
存
じ
で
す
か
？

介
護
保
険
施
設
の

居
住
費
負
担
額
の
減
額

国国民民健健康康保保険険高高齢齢受受給給者者証証
更更新新ののおお知知ららせせ

負
担
限
度
額
認
定

介
護
保
険
施
設
利
用
料
の
減
額
制
度

（
居
住
費
・
負
担
限
度
額
認
定
）

現在使用中の国民健康保険高齢受給者
証は、７月３１日で有効期限が切れるため
使用できなくなります。新しい受給者証
は郵送でご案内します。 手

続
き
方
法

老老人人保保健健医医療療受受給給者者証証のの
一一部部負負担担金金のの割割合合変変更更

８月１日から１８年度（１７年分）の市県
民税の課税所得により、一部負担金の割
合が変わります。
変わる方については、変更の通知をお
送りしますので、７月末日までに旧受給
者証をお持ち下さい。新しい受給者証を
お渡しします。

問市民課国保班�７３ー００８６
野栄総合支所市民室�６７ー３１１２

区分

利用者負担
第１段階

利用者負担
第２段階

利用者負担
第３段階

利用者負担
第４段階

対 象 者
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

課税年金収入額と合計所得金額が
８０万円以下の方

利用者負担第２段階以外の方
（課税年金収入が８０万円超２６６万
円未満の方など）

上 記 以 外 の 方

世
帯
全
員
が

市
民
税
非
課
税
者

９／１０（日）１０時～１２時

市民ふれあいセンター

「倒壊家屋からの救出
訓練」

２０人

７／１９（水）まで（定員になり次第締め切り）※３日間とも参加が可能な方
社会福祉協議会 �７３ー０７５９ ＦＡＸ７０ー０１２０

８／２０（日）１０時～１２時

「あれば助かる防災グ
ッズの紹介」

７／３０（日）１０時～１２時

「災害対応の基礎知識」

日 時

場 所

内 容

定 員

申し込み

災

害

教

室

夏 休 み 防 災 体 験 講 座
８／１１（金）

９時３０分～１３時３０分
市民ふれあい
センター

応急および災害非
常食作り体験

２０人
無 料

７／２１（金）まで（定員になり次第締め
切り）※２日間とも参加可能な方

社会福祉協議会 �７３ー０７５９ ＦＡＸ７０ー０１２０

８／１０（木）
６時５０分～１７時
東京、本所防災館
江戸東京博物館

災害模擬体験ほか

昼食代５００円

夏 休 み ふ く し 講 座
８／１（火）
１０時～１５時

市民ふれあいセンター

車椅子介助体験
点字体験

２０人
昼食各自用意

７／１４（金）まで（定員になり次第締め
切り）※２日間とも参加可能な方

７／３１（月）
１０時～１５時

手話体験
高齢者擬似体験

講座名
期 日
時 間

場 所

内 容

定 員
費 用

申し込み

参 加 者 募 集

【小学５・６年生対象・夏休み講座】

【一般市民対象・災害教室】
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市
を
代
表
す
る
歴
史
上
の
人
物
は

だ
れ
？
と
た
ず
ね
ら
れ
た
ら
、
日
朗

菩
薩
（
に
ち
ろ
う
ぼ
さ
つ
）
と
弘
智

法
印
（
こ
う
ち
ほ
う
い
ん
）
の
名
を

あ
げ
る
で
し
ょ
う
。日
朗
が
旧
野
栄
、

弘
智
は
旧
八
日
市
場
の
生
ま
れ
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

日
朗
（
１
２
４
５
年
〜
１
３
２
０

年
）
は
、
鎌
倉
時
代
に
活
躍
し
た
日

蓮
宗
の
僧
侶
で
、
日
蓮
の
６
人
の
弟

子
の
１
人
で
６
老
僧
と
よ
ば
れ
て
い

ま
す
。
生
ま
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ

か
の
説
が
あ
る
も
の
の
野
手
の
領
主

印
東
氏
の
子
と
さ
れ
、
朗
生
寺
（
ろ

う
し
ょ
う
じ
）
が
ゆ
か
り
の
寺
と
さ

れ
て
い
ま
す
。同

時
期
の
日
蓮
の
有
力

な
信
者
に
は
、
金
原
法
橋

（
か
な
ば
ら
ほ
っ
き
ょ

う
）
と
い
う
金
原
（
飯
高

地
区
）
地
域
の
領
主
も
い

て
活
動
の
足
跡
を
残
し
て

い
ま
す
。

日
朗
の
活
動
の
中
心
は

当
時
幕
府
の
あ
っ
た
鎌
倉

で
、
７６
歳
で
亡
く
な
っ
た

後
も
そ
の
一
門
の
流
れ
が

発
展
し
た
た
め
、
そ
の
名

が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

市
内
に
残
る
日
朗
関
係

の
遺
跡
は
、
内
山
新
田

（
豊
和
地
区
）
に
１
７
４

８
年
（
寛
延
元
年
）
の
供

養
塔
、
１
８
５
９
年
（
安

政
６
年
）
に
飯
高
村
周
辺

数
十
か
村
の
信
者
が
立
て

た
供
養
塔
（
飯
高
地
区
金

原
）
が
あ
り
ま
す
。
朗
生
寺
に
は
１

７
２
３
年
（
享
保
８
）
日
朗
４
０
０

遠
忌
（
お
ん
き
・
年
忌
）
供
養
塔
が

日
�
（
に
ち
ぎ
）
に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
日
�
は
木
積
（
き
づ
み

・
豊
栄
地
区
）
の
生
ま
れ
で
飯
高
檀

林
に
学
ん
で
お
り
、
日
朗
の
功
績
を

し
の
び
、
朗
生
寺
に
も
深
く
か
か
わ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

日
朗
よ
り
３
、
４
０
年
お
く
れ
て

活
動
し
た
の
が
弘
智
（
１
２
８
１
年

〜
１
３
６
３
年
）
で
、
大
浦
（
匝
瑳

地
区
）
生
ま
れ
で
、
ゆ
か
り
の
寺
は

蓮
花
寺
で
す
。

弘
智
は
６
０
０
年
ほ
ど
前
に
即
身

仏
（
そ
く
し
ん
ぶ
つ
・
ミ
イ
ラ
）
と

な
り
、
近
年
出
版
さ
れ
た
本
で
も
、

「
日
本
一
有
名
な
即
身
仏
」
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

弘
智
の
即
身
仏
は
日
本
海
を
望
む

新
潟
県
の
寺
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
昭
和
３０
年
代
の
本
格
的
な
調
査

で
、
日
本
最
古
の
即
身
仏
と
さ
れ
ま

し
た
。
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
３
０

０
年
ほ
ど
前
か
ら
松
尾
芭
蕉
や
文
人

墨
客
が
同
寺
に
立
ち
よ
り
見
て
い
る

こ
と
で
、
紀
行
文
な
ど
に
載
せ
ら
れ

た
た
め
で
す
。
蓮
花
寺
に
は
弘
智
の

木
像
が
あ
り
、
新
潟
県
周
辺
か
ら
も

一
行
が
同
寺
を
た
ず
ね
て
来
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

日
朗
も
弘
智
も
地
元
よ
り
は
む
し

ろ
足
跡
を
残
し
た
地
域
や
そ
の
周
辺

で
知
ら
れ
、
そ
の
知
名
度
は
、
全
国

的
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

問
八
日
市
場
図
書
館
�
７３
・
３
７
４
６

日
朗
と
弘
智

日朗ゆかりの寺、朗生寺（野田地区野手）

喫煙による死亡者数はどの位だと思い
ますか？世界保健機構（ＷＨＯ）の推計
によれば、現在、年間約４００万人がタバ
コ病で命を落としています。このまま行
くと２０３０年には１０００万人に達するとＷＨ
Ｏは警告しています。
日本では、年間１１万人が死亡していま
す。３００人乗りのジェット機が毎日墜落し
て、全員死亡が３６５日続くと１１万人になり
ます。そうなったら誰も飛行機を利用し
ないでしょう。課題だった交通事故死は
年間７，０００人をきりました。自殺者の３
万人と較べても、最も大きな社会問題な
のです。
台湾のタバコのパッケージには「有害

健康、導至癌症」や「害人害己」と書か
れています。カナダではもっと具体的に
「タバコの煙のある所に青酸ガスがある」
「タバコは肺がんをひきおこす」「置いて
あるだけで命を脅かす」などと書いてあ
ります。アメリカでは「煙はがん、心臓
病、肺気腫、妊娠障害などの原因になる」、
ＥＵは「喫煙は人を殺します」と警告表
示しています。
それに較べて日本では「あなたの健康
を害するおそれがありますので吸いすぎ
には注意しましょう」でした。１日２本
ずつ吸ったらがん死亡率が高くなる事実
があるのに、まるで少なければ害はない
ような書き方でしたが、最近「喫煙はあ
なたにとって脳卒中の危険性を高めま
す」や「肺気腫の危険性を高めます」等
に変わりました。どうしてもＪＴはたば
こを売るためにあいまいにしておきたい
ようですね。

病気と治療
あれこれ

知っていますか？
たばこの害（６）

国保匝瑳市民病院
院長 菊地 紀夫

⑤
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